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校訓 みつめあい、学びあい、みがきあい       文責 校長 熊本 万里子 

【令和７年度学校教育目標】  
大人も子どもも、目指すは“とことん学び続け、とことん学び合う人” 

～生涯学びの基礎づくり～ 

1 月 21 日（水）に情報モラル講演会を実施しました。

今回は「IT サポートさが」から陣内 誠さんに講師とし

て来ていただきました。この日は気温が低かったことも

あり、4・5 年生は音楽室で直接、他の学年の児童はオン

ラインで講師の先生の話を聴くことになりました。SNS

は、今や私たちの生活から切り離すことができないもの

となっています。一方で、SNS に絡んだ事件が多く起こってお

り、小学生や中学生などが被害者になることも多々あります。

また、この SNS を通じていじめ等が発生することもあります。

子供たちには、楽しさや便利さだけでなく、この怖さをしっか

り知って、安全に利用してほしいと思っています。SNS の使用

については、各ご家庭でルールを決めて使用されていることと思います。「青少年が安全に安

心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」の第６条には、次のことが記さ

れています。 

第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識

し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インター

ネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

アの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のイン

ターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。 

２ 保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、

青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。 

以上のことを踏まえて、各ご家庭での使用については適切に管理していただきますようお願い

いたします。 

 現在、多良小学校においても、LINE やスマホ等の使用に関わるトラブルが発生しておりま

す。そのような状況を見つけたときは、責任をもって保護者がしっかり対応していただくこと

が被害の拡大を防ぐことにつながります。子どものために、厳しさをもってご対応ください。

よろしくお願いいたします。 

ほんなこてゆたたり 



１月２０日（火）に１・２年生において、昔遊びを実施しました。日頃の遊びにはな

い駒回し、竹馬、缶ぼっくり、お手玉、けん玉、凧揚げ、羽根つきに挑戦しました。ま

た、たくさんの地域の方が応援に駆けつけてくださいました。おかげで、初めての遊び

や自分たちではどう遊んでいいか分からない遊びを丁寧に教えてもらうことで、楽し

く遊ぶことができていました。程よく風が吹いたこともあり、凧も気持ちよく空を泳ぐ

ことができていました。子どもの中にはコツをつかむのが早く、上手に駒をまわす子や

器用に竹馬を乗りこなす子もいました。子どもってすごいなあと思ったところです。子

どもたちの元気と笑顔が輝いた時間となりました。終わるとき、子どもは名残惜しそう

でした。校長も駒回しに挑戦して昨年はうまく回せなかったものが少しできるように

なり笑顔になりました。いくつになっても、できるようになることは嬉しいものです

ね。地域の皆さん、寒い中に教えていただき本当にありがとうございました。 

 

１月は、授業においてマラソンや縄跳びを取り込んだ教育課程が実践されていまし

た。そこに加えて昼休みもマラソンタイムを実施しようと考えていましたが、インフル

エンザ罹患者数の関係で、同時にはできませんでした。しかし、途中４日間ほど、昼休

みにマラソンタイムに挑むことができました。全校一斉に１０分間のマラソンタイム

に挑む姿はとても素晴らしかったです。それぞれの目標に向かって、自分のペースで頑

張れることがとても良かったようです。先生たちも一緒に走りましたので、共に運動場

を走って交流し体力アップにつなげました。がんばる多良っ子のパワーを感じました。 

  

 

 

 

がんばって

いるなあ 


